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ＩＴＳに関するロードマップ 

  

                平 成 ２ ３ 年 ８ 月 ３ 日        

                高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定 

 

Ⅰ．はじめに 

 

自動車交通は、現代の便利で豊かな生活に貢献しており、また、自動車・交通関連産

業は経済的にも大きな役割を果たしている。一方、交通事故、交通渋滞、化石エネルギ

ーの大量消費、温室効果ガスの排出等の環境問題、公共交通機関の衰退等の課題もある。 

 

地球温暖化対策の観点からＣＯ２排出量の抑制が求められ、さらに、高齢化が急速に

進展している中で、安全・便利で持続可能な交通社会の実現に向けて、我が国が有する

技術と経験を活かして積極的に貢献するとともに、新たな需要創出と経済成長の契機と

することが重要である。 

 

従来からの様々な道路交通対策の取組によって、交通事故死者数の減少等の大きな効

果が出ているものの、自動車から排出されるＣＯ２の削減や、自動車単体では対処が難

しい生活道路における歩行者、自転車を巻き込んだ交通事故への対応等が急務となって

おり、ＩＴＳ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ:情報

通信技術を活用し、人と道路と車両を一体のシステムとして構築することで、渋滞、交

通事故、環境問題等の道路交通問題の解決を図るもの ）の活用が期待される。 

 

「新たな情報通信技術戦略」（平成２２年５月１１日高度情報通信ネットワーク社会

推進戦略本部（以下「ＩＴ戦略本部」という。）決定）においては、「ＩＴＳによる人や

モノの移動のグリーン化（グリーンＩＴＳ）」及び「情報通信技術を活用した安全運転

支援システムの導入・整備の推進」が掲げられており、グリーンＩＴＳ及び安全運転支

援システムについてロードマップを策定することとされた。 

 

ＩＴ戦略本部企画委員会のもとに設置した「ＩＴＳに関するタスクフォース」は、企

画委員会からの要請を受けて、平成２２年９月から平成２３年３月までの間、調査・審

議を行った。同タスクフォースの報告書を踏まえて、企画委員会においてロードマップ

の策定・取りまとめを行った。本ロードマップは、各府省の年度別の具体的取組を示す

とともに、別添１、別添２において目標の実現に向けた取組の全体像や施策相互の連携

の在り方を記載している。  
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関係府省は、本ロードマップに基づき、道路インフラや交通安全施設の整備、車両自

体の安全対策、交通安全教育、交通規制等他の道路交通関連施策との緊密な連携を図り

ながら、協力してＩＴＳの推進に取り組む。また、企画委員会において、本ロードマッ

プに基づいた取組の進捗についてフォローアップを行うこととする。 

 

Ⅱ．人・モノの移動のグリーン化（グリーンＩＴＳ） 

 

１．基本方針 

 

「新たな情報通信技術戦略」においては、「２０２０年までに高度道路交通システム

（ＩＴＳ）等を用いて、全国の主要道における交通渋滞を２０１０年に比して半減させ

ることを目指しつつ、自動車からのＣＯ２排出削減を加速する」との目標を掲げている。 

 

ＣＯ２排出量全体の約２割が運輸部門から排出されており、さらにその内の約９割を

占める自動車からのＣＯ２排出量の削減には、自動車単体の対策に加えて、交通流の円

滑化、自動車の使い方の改善が重要である。交通流の円滑化の具体策としては道路イン

フラ整備、交通管制の高度化、経路案内等が、また、自動車の使い方の改善としてはエ

コドライブの推進等がある。これらの対策等の中にはＩＴＳを活用することが可能なも

のがある。 

 

ＩＴＳを活用して様々な道路交通情報（感知器情報、プローブ情報等）を収集、活用

することによって、渋滞対策のみならず、交通信号制御の高度化、交通施策の評価と都

市計画への活用、運輸部門における二酸化炭素排出量の計測、災害時・交通障害発生時

の実態把握等、広く交通に係る諸課題により適切に対応できる可能性がある。 

 

 平成２３年３月に発生した東北地方太平洋沖地震では道路網も大きな被害を受けた

が、被災地における円滑な物流の確保のため、民間プローブ情報を集約化した車の通行

実績マップと、国土交通省東北地方整備局、岩手県、宮城県、福島県、NEXCO 東日本の

各道路管理者提供の通行止め情報について取りまとめた東北地方道路規制情報災害情

報集約マップ（国土地理院提供）とを統合した地図を作成し公開した。このような意義

のある先行的事例における効果と改善すべき課題を検証した上で、今後の検討につなげ

ていくことが重要である。 

 

関係府省は、経済性等も考慮しつつ、具体的な目的・テーマを設定し、関係する民間

企業・団体と連携・協力して、プローブ情報をはじめとする道路交通情報の活用の効果



3 

 

について検証し、その上で道路交通情報の収集、分析、活用のための具体的な仕組みの

検討を進める。 

 

なお、渋滞に関する運転者への情報提供等においては、心理的側面等のヒューマンフ

ァクターを考慮して検討を行う。 

 

２．官民の道路交通情報の活用の効果検証の実施 

 

○ ２０１０年度より行われている民間プローブ情報（旅行時間の過去データ）の集約

について、その活用についての検証を行う（２０１１年度）。さらに、ＩＴＳを活用

した渋滞対策等について、それぞれの利用目的に応じて必要とされるプローブ情報の

精度、内容等を検討し、その活用の効果の検証を行う（２０１１年度以降）。 

 警察庁、国土交通省 

  ・ ＩＴＳを活用した渋滞対策等の検討及び道路交通情報の活用の効果検証を実施 

内閣官房、内閣府、総務省、経済産業省 

・ 上記効果検証等への協力 

 

○ 光ビーコンによるプローブ情報を既存の感知器情報と融合させ、信号制御及び道路

交通情報提供に適用する（２０１１年度）。また、プローブ情報の適用による交通流

の影響を測定することにより、プローブ情報の有効性を検証する（２０１２年度）。 

  警察庁 

  ・上記プローブ情報の信号制御及び道路交通情報提供への適用及び有効性の検証 

 

３．運用体制に関する検討 

 

○ 上記検証を通じて官民の道路交通情報の活用によりもたらされる社会的な便益に

ついて検討した上で、公益性や事業性を踏まえ、目的に応じた適切な道路交通情報を

収集・作成するための官民の道路交通情報の連携・共有の方法について検討する（２

０１３年度以降）。 

  内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省 

  ・情報の連携・共有の方法について検討 

 

○  特定地点の交通量等の情報を収集・蓄積し、民間の要望について公益性を検討し

た上で道路交通情報を提供する体制の整備について検討する（２０１３年度以降）。 

警察庁、国土交通省 

   ・特定地点の交通量等の情報を収集・蓄積・提供する体制の整備について検討 
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４．グリーンＩＴＳの普及と海外展開 

 

○ 効果検証の結果や運用体制に関する検討を踏まえて、グリーンＩＴＳの本格的な普

及を促進する（２０１４年度以降）。 

  内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省 

  ・グリーンＩＴＳの本格的な普及を促進 

 

○ グリーンＩＴＳの国際標準化や海外展開に備えて、技術的検証の段階から海外の政

府、団体、企業等との積極的な情報連携と意見交換を行うことにより日本の取組に対

する理解を促進する。また、標準化機関やＩＴＳ世界会議等における発信・提案等を

通じ、システムの国際標準化と海外展開を促進する（２０１１年度以降）。 

  内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省 

・グリーンＩＴＳの国際標準化と海外展開を促進 

 

Ⅲ．安全運転支援システム 

 

１．基本方針 

 

「新たな情報通信技術戦略 工程表」においては、「安全運転支援システムの導入、

普及により、２０１８年に交通事故死者数を２，５００人以下とする」との目標を掲げ

ている。 

 

１９７０年頃の交通事故死者数のピーク以来、インフラ対策、教育、車両対策、取り

締まり等の対策が一定の効果を挙げ、２００９年度には交通事故死者数は５７年ぶりに

５，０００人を下回った。また、最近では、車両構造の進化に加えて、自律検知型シス

テムの実用化・普及や、運転者や車両センサーから認知が難しい危険に対応する路車協

調型システムの開発・実用化が始まっており、車車間通信型システムの実用化準備も進

められている。 

 

近年は、自動車乗車中の死亡者は減少する一方、歩行者・自転車乗車中の死者の減少

は鈍化し、６５歳以上の高齢者の死亡者数が全体の約半数を占める。また、生活道路に

おいては幹線道路に比べて死傷事故率が高く、歩行者・自転車を巻き込んだ事故が多い。

交通事故死者数、事故件数の一層の減少を図るためには、これらの事故への対策が不可

欠であり、これまでの取組では十分にカバーできていない生活道路における事故実態等

を踏まえて、交通事故対策に取り組む必要があり、ＩＴＳの活用についても検討してい
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く必要がある。 

 

最近の交通事故の実態、さらに欧米諸国では近い将来の規格の策定も視野に入れた路

車・車車連携型システムの開発・実証への取組が行われていることに鑑み、これまで我

が国において普及・展開してきた路車協調型システムを効果的に活用しつつ、路車・車

車連携型システムについて開発・検証を推進する。 

 

また、関係府省は、上記の安全運転支援システムに加え、歩車間通信型システムを活

用した歩行者、自転車等の安全行動を支援するためのシステムについて、関係する民間

企業・団体とも連携、協力して、技術開発等に取り組む。 

 

なお、安全運転支援システムについては、高齢化の進展も踏まえ、システムへの過信

による注意力・判断力の低下の防止や、自発的な安全行動を誘導する教育的役割等のヒ

ューマンファクターを考慮しつつ、開発・導入を進める。 

 

２．安全運転支援システムの普及・発展の推進 

 

○ 安全運転支援システムについては、既存の枠組み（ITS 推進協議会など）を活用し

つつ、官民連携の下、その普及・発展について推進していく。 

 

○ 実用化されているＩＴＳスポット、ＤＳＳＳによる路車協調型システムについて、

サービス内容の充実のほか、利用可能箇所の拡大に向けて路側インフラの着実な整備

を進める（２０１１年度以降）。 

  警察庁、国土交通省 

・ 実用化済の路車協調型システムのサービス内容の充実、インフラ整備の推進 

 

○ ＡＳＶによる車車間通信型システムの技術的ガイドラインの策定を行う（２０１１

年度）。 

  国土交通省 

・ 車車間通信型システムの技術的ガイドラインの策定 

 

○ 歩車間通信型システムに関するフィージビリティ検討、技術開発に取り組む（２０

１１年度以降）。  

  総務省、国土交通省 

・ 歩車間通信型システムに関するフィージビリティ検討、技術開発 
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○ 官民の関係者が協力して安全運転支援システムに対応した車載機・車両の開発、普

及に取り組む（２０１１年度以降）。 

  警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省 

・ 対応車載機・車両の開発、普及の推進 

 

○ 路車・車車連携型システムの実用化に向けた課題を解決するため、官民が連携し、

既存のシステムを含む様々なシステムによる適切かつ効果的な分担に係る検証を行

う（２０１２年度）。また、東京で開催される第２０回ＩＴＳ世界会議においてデモ

を実施する（２０１３年度）。 

内閣官房、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省 

・上記検証への参画・協力 

  総務省 

・UHF 帯 ITS 無線システムの技術基準の策定 

 

○ 上記検証の成果を踏まえて、パイロット運用を行いながら、路車・車車連携型シス

テムについて既存システムとの連携を含めてその実用化と全国展開を図る（２０１４

年度以降）。 

内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省 

  ・ 路車・車車連携型システムの実用化と全国展開の推進 

 

３．国際標準化及び海外展開 

 

○ 安全運転支援システムの国際標準化と海外展開に備え、技術的検証の段階から海外

の政府、団体、企業等との積極的な情報連携と意見交換を行うことにより日本の取組

に対する理解を促進する。さらに、ＩＳＯ／ＴＣ２０４、ＩＴＵ－Ｒ、ＵＮ／ＥＣＥ

／ＷＰ２９等における発信・提案等を通じて、システムの国際標準化と海外展開を促

進する（２０１１年度以降）。 

  内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省 

・安全運転支援システムの国際標準化と海外展開を促進 

 

○ ２０１３年に東京で開催される第２０回ＩＴＳ世界会議をはじめとする国際会議

等の場において、我が国の安全運転支援システムへの取組を発信する。（２０１１年

度以降） 

  内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省 

  ・国際会議における安全運転支援システムへの取組の発信 



本格普及

2010年度 2014年度2011年度 2012年度 2013年度 2020年度

交
通
管
制
の
高
度
化

別添１ グリーンＩＴＳ（人・モノの移動のグリーン化）

広
範
な
道
路
交
通
情
報
の
集
約
・配
信

信号機の集中制御化、プログラム多段系統化、多現示化等の
信号制御・道路交通情報提供の高度化の推進

プローブ情報の信号制御・道路交通情報高度化
への活用技術開発、検証

国際標準化と海外展開を促進

プローブ情報の集約・活用の
効果検証効果検証用

データ（旅行時間の過去
データ）項目の選定

データの集約・効果検証

最適経路案内
等、グリーン
ITSサービスの
普及

交通流に応じ
た道路交通
管理の最適化

技術開発効果の活用

交
通
渋
滞
半
減
（２
０
１
０
年
比
）

警察庁

警察庁

道路・交通政策との連携

車両の高度IT化、
システムの海外
展開を見据えた
ロードマップの

策定

光ビーコン情報と
感知器情報との融合
並びに信号制御・道路
交通情報提供に適用

総務省 経済産業省警察庁 国土交通省

交通流への影響
測定による有効性

の検証

特定地点の交通
量等の情報を
蓄積・提供する
体制整備を検討

警察庁 国土交通省

取組の発信等

ITS世界会議
（東京）

運用体制の検討
・情報共有の方法 等

利用目的に応じて必要とされるプローブ情報の精度・内容等の検討、効果の検証

総務省 経済産業省警察庁 国土交通省内閣官房 内閣府



第２０回ＩＴＳ世
界会議におい
てデモを実施

2010年度 2014年度2011年度 2012年度 2013年度 2020年度

別添２ 安全運転支援システム

安
全
運
転
支
援
シ
ス
テ
ム

国際標準化と海外展開を促進

一般道路での路車協調型
システムのパイロット整備

車車間通信型システムの技
術的ガイドライン策定

対応車載機・車両の開発・普及

ITS世界
会議（東京）

ITS用専用UHF帯
域開放（アナログ

放送跡地）

警察庁

国土交通省

経済産業省

交
通
事
故
死
者
数
２，
５
０
０
人
以
下

警察庁 国土交通省総務省

高速道路
での路車
協調型シ
ステムの
全国整備

経済産業省警察庁 国土交通省総務省

路車協調型システムのサービス内容の充実、道路インフ
ラ整備の推進

警察庁

国土交通省
国土交通省

路車・車車連携型
システムについて
適切かつ効果的な
役割分担を検証

UHF帯ITS無線システム
の技術基準の策定 総務省

内閣官房 内閣府

総務省警察庁内閣官房 内閣府

歩車間通信型システムのフィージビリティ検討、技術開発 総務省 国土交通省

ロードマップの
策定

路車・車車連携型
システムの実用化と
全国展開の推進

国土交通省経済産業省
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